
ご利用者様・ご家族様各位 

 

利用料金（居住費）変更のご案内 

 

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申

し上げます。 

令和 6 年 8 月 1 日より、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一

部を改正する告示（令和６年厚生労働省告示第 86 号）に基づき、特定入所者介護（予防）

サービス費（補足給付）における居住費の負担限度額・基準費用額が引き上がります。 

これに伴いまして、当施設のご利用料金を令和 6 年 8 月 1 日より、別紙の通り変更させ

ていただきます（請求は 9 月からとなります）。 

 

【変更内容】 

 

基準費用額の方の居住費（お部屋代） 

1～3 割負担   2,006 円／日 →  2,066 円／日 

 

負担限度額対象の方の居住費（お部屋代） 

第 3 段階②  1,310 円／日 →  1,370 円／日 

第 3 段階①  1,310 円／日 →  1,370 円／日  

第 2 段階     820 円／日 →  880 円／日 

第 1 段階     820 円／日 →  880 円／日 

 

※詳細は別紙をご参照ください。 

※日額差額 60 円、月額差額 1,800 円（30 日計算）となります。 

※当施設は「ユニット型個室」に該当する施設です。 

 

 

利用料負担の増加により、ご利用者様・ご家族様にご迷惑をおかけいたしますが、何卒 

ご理解の程宜しくお願い致します。尚、上記の改定に伴いまして、ご利用者様及びご家族様

に改めて変更部分への同意を頂く必要がございます。同封の書類にご署名の上、返信用封筒

でご返信されるか、施設訪問時に提出をお願い致します。 

この度、郵送での対応をさせていただいておりますが、対面の説明希望やご不明な点 

などございましたらいつでもご連絡ください。よろしくお願い致します。 

 

令和 6 年 7 月 

社会医療法人青洲会 

介護老人保健施設 青洲の里 

施設長 白石守男 

TEL：092-939-0208 



※補足給付は、原則、世帯全員（世帯を分離している配偶者を含みます）が市町村民税非課税の方が対象です。

居住費に要する平均的な費用の額（基準費用額）についても、60円（日額）引き上がります。

第１段階 第2段階 第3段階 ①・②

介護保険施設（介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院）やショートステイを

利用する方の食費・居住費については、低所得の方への補助（補足給付）を行っています。

近年の高齢者世帯の光熱・水道費などや在宅で生活する方との公平性等を総合的に

勘案し、令和６年８月から、居住費の負担額が60円（日額）引き上がります。
※従来から補足給付の仕組みにおける負担限度額を０円としている利用者負担第１段階の多床室利用者に
ついては、負担限度額を据え置き、利用者負担が増えないようにします。

！

補足給付の対象ではない方 ご負担いただく額は、施設と利用者の契約により決められています。

第１段階

第2段階

第3段階 ①

第3段階 ②

要件なし

世帯全員が

市町村民税

非課税

1,000万円 （2,000万円）以下

生活保護受給者

世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者

年金収入金額（※）＋合計所得金額80万円以下

年金収入金額（※）＋合計所得金額が80万円超～120万円以下

年金収入金額（※）＋合計所得金額が120万円超

650万円 （1,650万円）以下

550万円 （1,550万円）以下

500万円 （1,500万円）以下

令和６年

8月から
令和６年

7月まで
令和６年

8月から
令和６年

7月まで
令和６年

8月から
令和６年

7月まで

負担限度額
（ 負 担 い た だ く

日 額 ）

多
床
室

特養等

老健・
医療院等

従
来
型
個
室

ユニット型個室的
多床室

ユニット型個室

特養等

老健・
医療院等

0円 0円 370円 430円 370円 430円

0円 0円 370円 430円 370円 430円

320円 380円 420円 480円 820円 880円

490円 550円 490円 550円 1,310円 1,370円

490円 550円 490円 550円 1,310円 1,370円

820円 880円 820円 880円 1,310円 1,370円

介護保険施設等における居住費の負担限度額が

令和６年８月１日から変わります

補足給付の主な対象者利用者負担段階 預貯金額（夫婦の場合）

※社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業も対象となる場合があります。（事業を実施していない社会福祉法人等もあります。）

※非課税年金も含む


